
○ 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 一 般 廃  

棄 物 処 理 施 設 の 設 置 に 係 る 生 活 環  

境 影 響 調 査 結 果 の 縦 覧 等 の 手 続 に  

関 す る 条 例 施 行 規 則  

 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日            

規 則 第 ３ 号            

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設

置 に 係 る 生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 の 縦 覧 等 の 手 続 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ６

年 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 条 例 で 使 用 す る 用 語 の

例 に よ る 。  

（ 縦 覧 の 期 間 等 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 縦 覧 期 間 の う ち 、 日 曜 日 、 土 曜 日 、

国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８ 号 ） に 規 定 す る 休 日

及 び １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら 翌 年 １ 月 ３ 日 ま で の 日 は 、 休 日 と す る 。  

２  縦 覧 の 時 間 は 、 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ４ 時 ま で と す る 。  

（ 縦 覧 の 手 続 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 報 告 書 等 を 縦 覧 し よ う と す る 者 （ 以 下

「 縦 覧 者 」 と い う 。 ） は 、 生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 縦 覧 申 請 書 （ 別 記 様 式 ）

に 必 要 な 事 項 を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 縦 覧 者 の 遵 守 事 項 ）  

第 ５ 条  縦 覧 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  報 告 書 等 を 縦 覧 の 場 所 か ら 持 ち 出 さ な い こ と 。  

 ⑵  報 告 書 等 を 汚 損 し 、 又 は 破 損 し な い こ と 。  

 ⑶  他 の 縦 覧 者 に 迷 惑 を 及 ぼ さ な い こ と 。  

 ⑷  そ の 他 係 員 の 指 示 に 従 う こ と 。  

２  管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に 違 反 し た 者 に 対 し 、 縦 覧 を 中 止 し 、 又 は 禁 止

す る こ と が で き る 。  

（ 住 民 の 意 見 書 の 記 載 事 項 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 の 意 見 書 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 全 て 記 載 し な

け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 登 記 さ れ

た 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 ）  



 ⑵  施 設 の 名 称  

 ⑶  生 活 環 境 の 保 全 上 の 見 地 か ら の 意 見  

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 管 理 者 が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

別 記 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

 

年   月   日  

 

 

生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 縦 覧 申 請 書  

 

 

（ 宛 先 ） 太 田 市 外 三 町 広 域 清 掃 組 合 管 理 者  

 

 

 

申 請 者  住   所  

氏   名  

電 話 番 号  

法 人 、 そ の 他 団 体 に あ っ て は 、 事 務 所  

(事 業 所 )の 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 の  

氏 名  

 

 

生 活 環 境 影 響 調 査 結 果 の 縦 覧 を 申 請 い た し ま す 。  

 


